
特定非営利活動法人日本経営倫理士協会定款

第 1 章 総 則

(名称)

第 1条  こ の法人は、特定非営利活動法人 日本経営倫理士協会 という。

英文名はAss o c i a t i o n  o f  C e r t i f i e d  B u s i n e s s  E t h i c s  E x p e r t  J A P A Nとし、略称をACB E E

J A P A Nと する。

(事務所 )

第 2条  こ の法人は、主たる事務所を東京都千代田区麹町4丁 目5番 4号  桜 井ビル 3階

に置く。

(目 的)

第 3条  こ の法人は、企業および諸組織団体 (NP Oも 含む)、 一般市民に対して、経営

倫理士資格取得講座に関する事業、経営倫理に関するシンポジウム ・セミナースクール

の開催及び調査 ・研究事業、会報紙発行による普及 ・啓発事業を行い、受益者の健全な

経営倫理の育成と普及、経営倫理活動推進者の育成を目指し、併せて日本の産業、経済

の発展に寄与することを目的とする。

(特定非 営利活動 の種類 )

第 4条  こ の法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。

(1 )社 会教育の推進を図る活動

(2 )経 済活動の活性化を図る活動

(3 )消 費者の保護を図る活動

(4 )前 各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動

(事業の種類 )

第 5条  こ の法人は、第 3条 の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、

次の事業を行う。

(1 )経 営倫理士資格取得講座事業

①経営倫理士資格取得講座の開催

②経営倫理士の資格認定基準の策定、公表及び認定

(2 )経 営倫理に関する研究教育事業

①経営倫理に関するシンポジウム、セミナー等の開催

②経営倫理士専門コースの開催


